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改
正
相
続
税
の
概
要
と

相
続
税
対
策
の
留
意
点
に
つ
い
て

税
理
士　

黒
岩　

哲
夫

は
じ
め
に

１
．
基
礎
控
除
額
の
引
き
下
げ

（
２
０
１
５
年
１
月
１
日
以
降
の
相
続
等
よ
り
適
用
）

２
．
相
続
税
額
試
算

１
．
不
動
産
に
係
る
評
価
額
の
引
き
下
げ

２
．
財
産
を
生
前
贈
与
し
て
減
ら
す

３
．
生
命
保
険
の
活
用
の
ポ
イ
ン
ト

４
．
死
亡
退
職
金
の
非
課
税
枠
の
活
用

５
．
養
子
縁
組
制
度
の
利
用

経税部経税部
だよりだより

　

２
０
１
３
年
度
（
平
成

25
）
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

２
０
１
５
年
１
月
１
日
以
降

の
相
続
等
に
つ
い
て
、
相
続

税
の
基
礎
控
除
額
の
引
き
下

げ
税
率
構
造
の
見
直
し
に
よ

り
、
相
続
税
の
課
税
強
化
が

図
ら
れ
、
相
続
税
の
か
か
る

方
が
増
加
す
る
こ
と
が
考
え

改
正
相
続
税
の
概
要

改
正
相
続
税
の
概
要

相
続
税
対
策
に
つ
い
て

相
続
税
対
策
に
つ
い
て

ら
れ
る
。
試
算
で
は
、
課
税

対
象
は
現
行
の
４
％
か
ら
６

％
程
度
に
な
る
と
さ
れ
て
お

り
、
改
正
に
適
切
に
対
応
す

る
必
要
が
あ
る
。
２
０
１
５

年
度
税
制
大
綱
の
内
容
に
も

触
れ
な
が
ら
、
相
続
税
対
策

の
留
意
点
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

　

改
正
相
続
税
で
は
、
基
礎

控
除
の
金
額
が
大
幅
に
引
き

下
げ
ら
れ
る
。
相
続
税
で
は

死
亡
し
た
人
（
被
相
続
人
）

の
財
産
が
基
礎
控
除
額
よ
り

少
な
い
場
合
は
課
税
さ
れ
な

い
。
改
正
前
は
５
０
０
０
万

円
に
加
え
て
法
定
相
続
人
の

人
数
ご
と
に
１
０
０
０
万
円

で
計
算
し
て
い
た
が
、
改
正

後
は
３
０
０
０
万
円
に
法
定

相
続
人
の
人
数
ご
と
に
６
０

０
万
円
を
加
え
る
計
算
に
な

る
（
図
１
）。

　

以
下
２
．
に
お
い
て
、
改

正
後
の
税
負
担
の
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

　

夫
が
死
亡
し
相
続
人
が
配

偶
者
と
子
２
人
で
、
課
税
価

格
の
合
計
金
額
８
０
０
０
万

円
の
場
合
、
改
定
前
は
非
課

税
で
あ
っ
た
が
、
改
定
後
に

後
は
４
７
０
万
円
と
、
大
幅

に
税
額
が
増
え
る
計
算
に
な

は
１
７
５
万
円
の
相
続
税
が

か
か
っ
て
く
る
。
ま
た
、
そ

の
後
配
偶
者
が
死
亡
し
た
際

の
２
次
相
続
で
は
、
改
正
前

１
０
０
万
円
に
対
し
て
改
正

る
（
図
２
）。

　

ま
ず
始
め
に
、
自
分
の
全

て
の
財
産
は
い
く
ら
あ
り
、

万
一
相
続
が
発
生
し
た
場
合

　

①
小
規
模
宅
地
等
の
課
税

価
格
の
計
算
の
特
例

　

被
相
続
人
の
居
住
し
て
い

た
土
地
は
、
一
定
の
要
件
を

満
た
せ
ば
３
３
０
㎡
ま
で
そ

の
評
価
の
80
％
が
減
額
さ
れ

る
。
一
定
の
要
件
と
は
、
例

え
ば
、
配
偶
者
が
そ
の
土
地

を
取
得
し
た
場
合
（
居
住
、

保
有
、
継
続
の
要
件
は
問
わ

な
い
）
そ
の
他
の
取
得
の
ケ

ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
の
で
要

件
を
満
た
す
か
ど
う
か
具
体

的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
次
に
２
世
帯
住
宅
に
つ

い
て
、
同
一
敷
地
内
で
、
内

部
で
移
動
出
来
な
い
完
全
分

離
型
構
造
で
も
、
住
居
は
、

親
の
単
独
名
義
か
、
そ
こ
に

住
む
相
続
人
と
の
共
有
名
義

に
す
れ
ば
、
そ
の
敷
地
に
つ

い
て
上
記
の
特
例
が
受
け
ら

れ
る
。

　

②
相
続
発
生
前
に
預
金
と

し
て
持
っ
て
い
る
場
合
と
、

こ
の
お
金
を
使
っ
て
不
動
産

を
取
得
し
た
場
合
と
で
は
、

相
続
税
評
価
は
大
き
く
異
な

る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
発
生

時
に
預
金
は
そ
の
金
額
で
評

価
さ
れ
、
不
動
産
は
そ
の
実

際
の
取
得
価
額
で
は
な
く
、

土
地
は
路
線
価
で
計
算
し
、

建
物
は
固
定
資
産
評
価
額
で

評
価
し
、
さ
ら
に
当
該
物
件

を
賃
貸
物
件
と
し
て
使
用
す

　

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額

（
年
１
１
０
万
円
）
の
活
用

　

前
述
の
よ
う
に
、
相
続
税

を
試
算
し
た
際
、
将
来
、
相

続
が
発
生
し
た
時
の
高
い
部

分
に
係
る
相
続
税
の
限
界
税

率
と
、
贈
与
を
し
た
と
き
の

贈
与
税
の
限
界
税
率
と
の
税

率
の
差
を
利
用
し
、
贈
与
税

の
基
礎
控
除
額
１
１
０
万
円

を
利
用
し
な
が
ら
毎
年
相
続

人
や
孫
に
現
預
金
で
贈
与
を

行
う
事
に
よ
り
相
続
財
産
の

移
転
を
行
う
。

　

※
贈
与
は
早
く
始
め
て
長

く
続
け
る
こ
と
が
大
切
（
相

続
開
始
前
３
年
以
内
に
贈
与

さ
れ
た
財
産
は
、
相
続
財
産

に
加
算
さ
れ
る
）
で
あ
り
、

連
年
贈
与
は
、
金
額
・
時
期

は
適
当
に
変
え
る
の
が
コ
ツ

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
贈

与
契
約
書
の
作
成
、
通
帳
や

印
鑑
は
贈
与
を
受
け
た
人
が

管
理
し
、
贈
与
税
の
申
告
を

す
れ
ば
よ
り
好
ま
し
い
。

　

②
婚
姻
期
間
が
20
年
以
上

の
配
偶
者
に
対
し
居
住
用
不

動
産
か
、
又
は
そ
れ
を
取
得

す
る
た
め
の
金
銭
の
贈
与
２

０
０
０
万
円
ま
で
非
課
税
。

　

③
両
親
や
祖
父
母
等
（
以

下
直
系
尊
属
）
か
ら
子
・

孫
、
毎
に
１
５
０
０
万
円
ま

で
の
教
育
資
金
の
一
括
贈
与

の
非
課
税
。（
15
年
度
税
制

改
正
大
綱
よ
り
、
19
年
３
月

31
日
ま
で
延
長
。）

　

④
直
系
尊
属
か
ら
子
・
孫

（
20
歳
以
上
50
歳
未
満
の

者
）
の
結
婚
（
結
婚
に
際
し

て
は
、
３
０
０
万
円
限
度
）

・
子
育
て
資
金
の
支
払
に
充

て
る
た
め
、
一
括
贈
与
に
よ

り
、
一
人
に
つ
き
１
０
０
０

万
円
ま
で
非
課
税
。（
15
年

４
月
１
日
〜
19
年
３
月
31
日

ま
で
の
拠
出
。
15
年
度
税
制

改
正
大
綱
よ
り
創
設
。）

　

⑤
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取

得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た

特
定
受
贈
者
で
、
一
定
の
契

約
締
結
期
間
及
び
家
屋
に
応

じ
最
高
３
０
０
０
万
円
ま
で

非
課
税
。（
15
年
度
税
制
改

正
大
綱
に
よ
り
所
要
の
見
直

し
が
行
わ
れ
た
上
、
19
年
６

月
30
日
ま
で
延
長
。）

　

⑥
相
続
時
精
算
課
税
の
特

別
控
除
２
５
０
０
万
円
の
適

用
に
つ
い
て
は
メ
リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
十

れ
ば
、
評
価
は
か
な
り
下
が

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

※
今
話
題
の
タ
ワ
ー
マ
ン

シ
ョ
ン
も
、
上
記
と
同
じ
よ

う
な
手
法
を
使
っ
て
の
相
続

税
対
策
だ
が
、
将
来
物
件
の

値
下
が
り
な
ど
の
リ
ス
ク
も

あ
る
の
で
十
分
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

③
正
面
線
路
価
が
高
い
土

地
を
分
割
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
評
価
を
下
げ
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

　

①
小
規
模
企
業
共
済
制
度

に
加
入
し
て
い
る
本
人
が
死

亡
し
た
と
き
に
遺
族
に
支
給

さ
れ
る
解
約
手
当
金
は
相
続

財
産
に
な
る
が
、
死
亡
退
職

金
と
し
て
非
課
税
枠
が
使
え

る
。

　

②
法
人
が
契
約
し
た
生
命

保
険
〔
契
約
者
・
保
険
金
受

取
人
が
法
人
、
被
保
険
者
が

　

民
法
上
の
養
子
縁
組
（
相

続
権
有
）
は
、
何
人
で
も
可

能
だ
が
、
相
続
税
の
計
算
上

は
、
実
子
が
い
る
場
合
は
１

人
、
実
子
が
い
な
い
場
合
は

２
人
ま
で
の
制
限
が
あ
る
。

利
用
し
た
場
合
に
は
、
基
礎

控
除
額
、
生
命
保
険
金
非
課

税
枠
、
退
職
金
の
非
課
税
枠

が
増
え
、
税
率
区
分
も
下
が

る
場
合
も
あ
る
。

将
来
の
被
相
続
人
（
役
員
）〕

で
、
死
亡
に
よ
り
保
険
金
を

受
取
り
、
死
亡
退
職
金
を
遺

族
に
支
払
っ
た
場
合
に
も
、

同
様
に
非
課
税
枠
が
使
え

る
。

　

③
死
亡
退
職
金
の
非
課
税

限
度
額
「
５
０
０
万
円
×
法

定
相
続
人
の
数
」。

分
検
討
の
上
活
用
す
る
。

　

①
例
え
ば
、
契
約
者
・
被

保
険
者
を
父
と
し
、
配
偶
者

や
子
供
を
保
険
金
受
取
人
と

す
る
終
身
保
険
に
加
入
し
た

場
合
、
そ
の
後
相
続
が
発
生

し
た
場
合
に
は
保
険
金
は
み

な
し
相
続
財
産
と
し
て
課
税

対
象
に
な
る
が
、「
５
０
０
万

円
×
法
定
相
続
人
の
数
」
ま

で
の
金
額
は
非
課
税
扱
い
と

な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
相

続
税
の
額
だ
け
保
険
に
加
入

し
て
お
け
ば
、
相
続
財
産
は

そ
の
ま
ま
残
り
納
税
資
金
対

策
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
。

　

②
生
命
保
険
は
契
約
者
に

よ
っ
て
保
険
金
の
受
取
人
を

指
定
（
受
取
人
の
固
有
財

産
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
相
続
争
い
を
防
ぐ
こ
と
も

で
き
る
。
ま
た
代
償
財
産
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
も
可
能

で
、
例
え
ば
長
女
が
受
け
取

っ
た
保
険
金
を
他
の
相
続
人

に
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

不
動
産
や
そ
の
他
の
財
産
を

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
預
金
等
は
分
割
協
議
が

成
立
し
て
い
な
い
と
勝
手
に

引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
生
命
保
険
金
は
一
定
の

手
続
き
を
す
れ
ば
、
早
く
現

金
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

④
贈
与
税
の
非
課
税
枠

（
年
１
１
０
万
円
）
を
利
用

し
、
被
相
続
人
が
保
険
料
を

妻
や
子
供
に
贈
与
し
、
そ
の

お
金
で
妻
や
子
供
が
、
自
分

が
契
約
者
で
受
取
人
と
し
、

被
相
続
人
を
被
保
険
者
と
す

る
生
命
保
険
に
加
入
す
れ
ば

受
け
取
っ
た
保
険
金
に
つ
い

て
は
相
続
税
は
課
税
さ
れ
ず

一
時
所
得
と
な
る
。
そ
の
場

合
、
所
得
税
と
住
民
税
は
課

税
さ
れ
る
が
相
続
税
の
税
率

が
高
い
程
効
果
的
で
あ
る
。

に
は
ど
の
ぐ
ら
い
の
相
続
税

が
か
か
る
の
か
を
知
っ
て
お

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

図２

課税価格の
合計額

１次相続 ２次相続
改正前 改正後 改正前 改正後

8,000万円 0円 175万円 100万円 470万円
１億円 100万円 315万円 350万円 770万円
３億円 2,300万円 2,860万円 5,800万円 6,920万円

注記　① 相続人は配偶者と子２人であり法定相続分により相続したもの
として試算、夫が死亡し、配偶者（妻）が取得した相続財産が
法定相続分または１億６千万円のどちらか多い方まで配偶者の
税額軽減の特例があり、これを適用した。

　　　② その後二次相続（妻が死亡した場合）が発生した場合は、法定
相続人の数が減り、基礎控除額が少なく、上記の特例も適用さ
れないので、１次相続が発生した場合には二次相続までを視野
に入れたところで遺産分割等を考える必要がある。

　　　③ 二次相続では一次相続分がそのまま二次相続されたと仮定して
計算。

⬇

図１

〈改正前〉

〈改正後〉

5,000万円＋1,000万円×法定相続人

3,000万円＋600万円×法定相続人


